
コーポレート・ガバナンス

社会価値の継続的な創出と企業価値の最大化をはかるためには、コーポレート・ガバナンスの強化が重要であると
認識しており、（1）経営の透明性と健全性の確保、（2）スピードある意思決定と事業遂行の実現、（3）アカウンタビ
リティ（説明責任）の明確化および（4）迅速かつ適切で公平な情報開示を基本方針としてその実現に努めています。

これまでのコーポレート・ガバナンス強化への主な取り組み  
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NECグループ
企業理念制定

　取締役会から執行役員に対して業務執行に関する大幅な権限の委譲を行うことにより、
業務執行と監督の分離をはかり、迅速な意思決定に基づく事業遂行を実現することを	
目的として、2000年4月に導入しました。

　役員の人事と報酬に関する透明性、妥当性および客観性の確保を目的として設置しまし
た*。委員会は、社外取締役3名を含む5名の委員で構成されており、委員長は社外取締役
から選任しています。
＊2001年に設置した「報酬委員会」に役員人事の審議機能を追加

 http://jpn.nec.com/profile/corp/executives/committee2.html

　2011年7月にNECグループビジョンの実現に向け、全社横断的な戦略を立案し、ビジ
ネスユニットをリードして事業を推進することを目的として導入しました。チーフオフィサー
は、取締役会において、全社横断的な観点から各ビジネスユニットの事業執行を監督する
機能を果たしています。

　事業年度ごとの経営責任の明確化をはかるため、2004年6月から、取締役の任期を	
2年から1年に短縮しました。

　取締役会での議論の充実による、さらなる経営の健全性の確保と迅速な意思決定を実現
することを目的として、取締役の員数を削減し、取締役会のスリム化をはかりました。

　取締役会の監督機能を強化するため、2001年6月に社外取締役を1名増員し、2名と
しました。2007年6月以降、現在の5名体制を継続しています。

2000.4～2003.3
社内カンパニー制

2003.4～2010.3
事業ライン制

2010.4～2013.3
製品・サービス起点の

事業体制

2013.4～現在
市場・お客さま起点の

事業体制

NECグループ
  企業行動憲章・	
行動規範制定

NECグループ
  ビジョン・
NECグループ
バリュー制定

① 執行役員制度導入

⑤ 指名・報酬委員会の設置

⑥ チーフオフィサーの導入

④ 取締役の任期短縮

② 取締役の員数削減

③ 社外取締役の複数名の選任

1999年
2.7%

2010年
33.3%

2012年以降
45.5%

取締役会における社外取締役比率（定時株主総会終結時点）

1999年
37名

2000年
17名

2012年以降
11名

取締役の員数削減（定時株主総会終結時点）
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経営・監督

業務執行

選任・解任 選任・解任選任・解任

会計監査人

監査

連携

経営監査本部 経営会議
執行役員 約20名

事業執行会議
執行役員、事業部長など

（執行役員）

事業部門・スタフ部門・子会社内部監査

審議・報告

連携

監査

連携 監督

監査役会
監査役5名	

（うち3名は社外監査役）

指名・報酬委員会
社外取締役3名を含む5名

取締役会
取締役11名
会長
社長

チーフオフィサー
社外取締役（5名）

株主総会

取締役会
　原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に
開催し、経営計画に関する事項をはじめ、事業再編、資金計
画、投融資などの重要な業務執行について決定しています。

経営会議
　経営方針や経営戦略などNECグループの経営に関する重要
事項の審議を行っています。特に重要な案件については、経営
会議で予め十分な審議を行ったうえで取締役会に付議すること
により、審議の充実と適正な意思決定の確保をはかっています。

事業執行会議
　取締役会で定めた予算の進捗状況などNECグループの事業
遂行状況に関する報告、審議を行い、経営情報の共有と業務執
行の効率化をはかっています。

指名・報酬委員会
　（1）取締役、代表取締役および監査役ならびに会長および
執行役員社長の人事、ならびに（2）取締役、代表取締役およ
び執行役員の報酬体系・報酬水準について客観的視点から審
議を行い、その結果を取締役会に報告することとしています。

監査役会
　月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監
査の方針、基準、年間監査計画等を決定し、各監査役の監査状
況等の報告を受けています。

組織形態 監査役設置会社
取締役会の議長 会長

取締役
人数 	11	名（うち社外5名）
任期 	 1	年

監査役
人数 	 5	名（うち社外3名）
任期 	 4	年

独立役員 社外取締役4名、社外監査役3名
取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況 業績連動型報酬制度の導入*1

報酬等の額*2
（2016年3月期）

取締役
定額報酬 	11	名 総額363百万円（うち社外5名 総額60百万円）
賞与 	 6	名 総額  37百万円

監査役 定額報酬 	 6	名 総額  96百万円（うち社外4名 総額36百万円）*3

＊1	‌�取締役賞与は、NECグループの業績に連動させ、成果主義に基づくインセンティブとしての性格を明確化しています。なお、社外取締役に対しては、独立性を確保する観点から
賞与は支払っていません。

＊2	個別報酬の開示は行っていません。報酬の基本方針や体系などについては、事業報告、有価証券報告書およびコーポレート・ガバナンス報告書をご覧ください。
＊3	‌�2015年6月22日開催の第177期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでいます。

コーポレート・ガバナンスの体制図と概要

2016年3月期の状況
　チーフオフィサーによる活動報告や事業分野別の経営計画・進
捗報告のほか、コーポレート・ガバナンス強化に向けた取り組み、
課題事業への対応策、業務改革推進プロジェクトなどについて闊達
な議論を行い、特に社外取締役からは、自己の会社経営などの経
験や深い見識に基づく幅広い助言を得ています。
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　当社は現在、監査役設置会社形態を採用しており、業務執行
に対する取締役会による監督と、監査役会による適法性・妥
当性監査の二重チェック機能を備えています。そこに執行役員
制度の導入、社外取締役の複数名の選任、社外取締役を過半
数とする任意の指名・報酬委員会の設置などを組み合わせた	
ハイブリッド型の体制とすることにより、業務執行と監督の分
離をはかり、経営の透明性と健全性の確保に努めています。

株主総会の招集通知の早期開示
　第178期定時株主総会（2016年6月22日開催）の招
集通知について、発送日（同年5月31日）前に当社ウェブ
サイトによる早期開示を実施しました。

取締役会付議基準の見直し
　取締役会の監督機能強化および業務執行のスピードアッ
プをはかるために、取締役会付議基準の見直しを行い、業
務執行に関して取締役会から執行役員に委譲する権限をさ
らに拡大しました。

取締役会の実効性評価
　当社は、取締役会の機能向上のため、取締役会の実効性
についての評価・検証を行いました。当年度は、取締役お

　これらの体制により、当社のコーポレート・ガバナンスは	
十分に機能していると考えていますが、社会ソリューション事
業に注力し、社会価値の継続的な創出と企業価値の最大化をは
かるためには、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化が重
要です。
　当社は、2015年6月から適用が開始された「コーポレート	
ガバナンス・コード」をふまえ、主に次の取り組みを行いました。

当社のコーポレート・ガバナンスに関する詳しい内容は、下記URLをご覧ください。

 http://jpn.nec.com/profile/governance.html

継続的な体制の強化と改善に向けて

よび監査役に対し、取締役会の役割、構成、運営に関する
アンケートを行うとともに、個別インタビューを実施し、これ
らの結果をふまえて取締役会で審議を行いました。
　その結果、当社の取締役会は、重要な業務執行に関する
意思決定および当社の経営戦略、経営計画に関する審議に
おいて、活発な議論が交わされる体制が整っており、概ね
適切に運用されていると評価されました。一方で、取締役
会における議論を一層充実させ、取締役会が経営の戦略的
方向をより的確に示していくためには、審議の対象とする
テーマの絞り込みや論点の明確化を徹底することなどが必
要であるとの認識を共有しました。
　今後、以上をふまえ、取締役会の審議をさらに充実させ
ていきます。

　また、当社は、すべてのステークホルダーとの信頼関係をよ
り強固なものにし、持続的な成長と企業価値の向上に資するこ
とを目的に、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的
な枠組みと考え方を示した「NECコーポレート・ガバナンス・
ガイドライン」を2016年6月に策定しました。
　本ガイドラインでは、有価証券報告書やコーポレート・ガバナ
ンス報告書で開示しているコーポレート・ガバナンスに関する
基本的な考え方や方針に加え、取締役会の審議の充実化、指
名・報酬委員会による社長後継者計画の監督、株主総会にお
いて株主が適切に議決権を行使するための体制の整備、役員
支援体制およびサステナビリティを巡る課題などについての考
え方を開示し、当社のコーポレート・ガバナンスの状況を体系
的に示しています。
　当社は、今後もより実効性の高いコーポレート・ガバナンスの
実現を目指して、継続的にその強化と改善に取り組んでいきます。

「NECコーポレート・ガバナンス・ガイドライン」の構成

第1章 総則
目的
企業理念および経営戦略
コーポレート・ガバナンスに関する	
基本的な考え方

第2章 コーポレート・	
ガバナンス体制

取締役会
指名・報酬委員会
事業執行における重要会議体
監査役会
内部者通報制度、役員支援体制

第3章 ステークホルダー	
との関係

株主との関係
株主以外のステークホルダーとの	
関係

第4章 情報開示 基本方針	
情報開示体制

本ガイドラインの内容は、下記URLをご覧ください。

 http://jpn.nec.com/profile/pdf/nec_governance_20160601.pdf
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